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茨城県の難病対策 難病についての情報 

◆茨城県疾病対策課

茨城県の難病対策は次の通りです。詳しくは茨城県のホームページをご覧ください。
・指定難病特定医療費の申請

・指定医療機関と指定医について

・研修会等

・相談窓口や情報

・医療提供体制、在宅難病患者一時入院事業、その他の事業

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/shixtsupei2.html 

◆難病情報センター

患者さん、ご家族の皆様および難病治療に携わる医療関係者の皆様に参考となる情報を

提供しております。 

・都道府県、指定都市ごとの相談窓口

・都道府県、指定都市ごとの難病指定医や難病指定医療機関

・指定難病の疾病概要や判断基準

指定難病に関する情報については難病情報センターのホームページをご覧ください。 

http://www.nanbyou.or.jp/ 

◆難病医療費申請の流れ

難病医療費申請は保健所が窓口となります。新規申請をする方は申請前に必ず保健所窓口

にご相談ください。 
医療費助成の申請の際には主に次の書類が必要となります。 

※令和元年 11月 1日以降、④、⑤についてマイナンバー情報連携による書類の省略が可能となります。

※令和元年 11月 1日以降、常総市・坂東市では指定難病特定医療費支給認定の申請は市が窓口となります。

難病医療費助成制度の対象疾病（指定難病）は 

2019年 7月から 333疾病 に拡大しています。 
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難病診療連携拠点病院・協力病院・指導機関 

◆難病診療連携拠点病院（2か所）

◆難病医療協力病院（19か所）
地域の身近な医療機関で、治療と療養を継続できるよう、難病診療連携拠点病院やかかりつけ医と連携し、医療を提供します。

◆難病医療指導機関（2か所）
難病診療連携拠点病院や難病医療協力病院等の地域の医療機関等からの要請に応じ指導・助言を行います。
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難病に関する相談先

◆保健所

・相談支援       →リーフレット P16,17

難病の療養支援に関する相談を行っています。 

・指定難病特定医療費助成制度の申請等に関する相談

対象疾病に罹患し、病状が一定の基準を満たす方または高額な医療費を支払っている方に対し、医療費

を助成します。認定された場合、保健所で申請を受理された日以降の医療費が助成対象となります。 

・在宅難病患者一時入院事業（レスパイト）の申請  →リーフレット P18～20

在宅で療養している難病患者さんを介護する方が、休養をとりたいときや介護ができないときなどに

一時入院できる制度です。 

・在宅人工呼吸器使用患者支援事業  →リーフレット P21,22

在宅で人工呼吸器を使用している難病患者さんの診療報酬で定められた回数を超える訪問看護の費用を

県が負担する制度です。 

・ヘルプマーク／ヘルプカード配布 →リーフレット P23,24

◆市町村

・難病患者福祉手当  →P7～10

対象となる難病患者の方に支給される制度です。

・障害福祉サービスの申請

指定難病の患者さんは、障害者総合支援法の対象となり、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認め

られた支援が受けられます。 

・医療福祉費支給制度（マル福）の申請

・介護保険の手続き／介護保険サービスを受ける

・いばらき身障者等用駐車場利用証制度

・ヘルプマーク／ヘルプカード配布 →リーフレット P23,24

・障害者手帳 市町村窓口にて用紙を入手→指定医に診断書を書いてもらう

・災害時等の避難行動要支援者名簿への登録

・障害年金（国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方）

市町村では、障害者総合支援法に基づき、難病の 

患者さんに対して、福祉サービス等の支援を行います。 
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茨城県の保健所  指定難病特定医療費助成制度の申請窓口 
指定難病の医療費助成については、住所地を管轄する保健所等にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常総市、坂東市では令和元年 11月 1日以降、指定難病特定医療費の支給認定の申請は市が 

窓口となります。 

 

 

 

 

 

                                                        赤字は管轄の保健所に変更があった市町村 
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◆難病相談支援センター
TEL:029-840-2838  FAX:029-840-2836 

〒300-0394 稲敷郡阿見町阿見 4669-2 茨城県立医療大学内 

●難病相談 … 難病における様々な悩みや不安に対する相談を電話または面談でお受けいたします。
月～金曜日 9:00～12:00／13:00～16:00 ※面談をご希望の方は必ず事前に電話にてご予約ください。

※相談は無料です。相談内容について秘密は厳守します。

●難病講演・研修会の開催  … ホームページ掲載 
センター主催・共催の講演会・研修会、地域交流会など自主活動に対する支援、患者会主催の交流会などの

ご案内をホームページに掲載しています。

●就労・障害年金に関する相談支援（予約制） 

ハローワークの難病患者就職サポーターと相談員による就労支援を行います。

茨城産業保健総合支援センターと連携し、仕事と治療の両立に関する悩みや疑問をお持ちの方への

サポートを行っています。社会保険労務士による障害年金の無料相談を行っています。

   
 
 
 
 

◆茨城県難病団体連絡協議会
TEL:029-244-4535 〒310-0851 水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉会館 

●「茨難連テレフォン相談」月～金 10時～16 時（祝祭日、年末年始は休みです）

またはアドレスまでメールを下さい。メールアドレス：iba-nanren@lake.ocn.ne.jp

※メールの際は、氏名、電話番号、相談内容と都合の良い日時を記入下さい。

●疾患別交流会・研修会、難病フェスタ、難病カフェの開催

◆筑波大学附属病院難病医療センター
TEL:029-853-7580 FAX:029-853-7581  〒305-8576 つくば市天久保 2-1-1 

●医療機関よりの難病の診断に関する相談について
早期に診断を実施し、身近な医療機関で適切な医療が受けられるようサポートします。

●難病診療連携の充実・医療従事者向けの研修会開催
医療従事者の方向けに難病研修会を開催しています。詳しくは、筑波大学附属病院のホームページをご覧ください。

メールアドレス：nanbyou-c@un.tsukuba.ac.jp

◆茨城県立中央病院
TEL：0296-77-1121（代） FAX：0296-78-5421  〒309-1793 笠間市鯉淵 6528 

難病患者さん及びそのご家族が地域で安心して暮らすことができるよう支援しています。 
在宅難病患者一時入院事業（レスパイト入院）を希望する方の一時入院に関する相談・調整をしています。 

難病相談／就労支援／交流会・講演会・研修会の開催 

就労支援 

難病テレフォン相談／ピア相談／地域交流事業等 

医療機関よりの相談／医療従事者向け研修会開催等 

難病医療相談／レスパイト入院の相談・調整 

◆ハローワーク土浦 専門相談部門
TEL：029-822-5124 41＃ 

〒300-0805 土浦市宍塚 1838 

難病患者就職サポーターが就労に関する相談を

行っています。 

◆茨城産業総合支援センター
TEL：029-300-1221

〒310-0021 水戸市南町 3-4-10

難病を抱えている方が治療と仕事の両立を進

めるための各種相談支援を行っています。
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難病患者福祉手当等（難病見舞金） 

対象となる難病患者の方（一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証、 

小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方など）に支給される制度です。支給額や対象者等は 

各市町村によって異なりますので、詳しくは実施市町村の担当課にお問い合わせ下さい。 

2019年度分調査：茨城県難病相談支援センター 令和元年 7月更新 

市町村名 金額 

（支給月） 

年間 

支給額 

名 称 担 当 課 受付期間 

と期限 

阿見町 3,000 円/ 

月(3 月) 

36,000 円 阿見町難病患者 

福祉手当 

社会福祉課障害福祉係 

(029-888-1111) 

常時 

石岡市 30,000 円/年 

(1 月以降) 

30,000 円 石岡市難病患者 

福祉見舞金 

社会福祉課障がい担当 

(0299-23-1111) 

10 月 1 日

～ 

3 月 29 日 

潮来市 2,000 円/月 

(9 月・3 月) 

24,000 円 潮来市難病患者 

福祉見舞金 

社会福祉課障害福祉 

グループ 

(0299-63‐1111) 

常時 

稲敷市 3,000 円/月 

(9 月・3 月) 

36,000 円 稲敷市難病患者 

支援費 

社会福祉課 

障害福祉係 

(029-892-2000) 

常時 

茨城町 20,000 円/年 

(申請月の翌

月) 

20,000 円 茨城町難病患者 

見舞金 

社会福祉課社会福祉 

グループ 

(029-240-7112) 

10 月 1 日

～ 

12 月 10 日 

牛久市 20,000 円/年 

(申請月の翌

月) 

20,000 円 牛久市難病患者 

福祉見舞金 

保健福祉部健康づくり 

推進課 

(029-873-2111) 

常時 

大洗町 3,000 円/月 

(申請月) 

36,000 円 大洗町難病患者 

福祉手当 

福祉課社会福祉係 

(029-267-5145) 

常時 

小美玉

市 

20,000 円/年 

(2 月) 

20,000 円 小美玉市特定疾病

療養者見舞金 

社会福祉課障がい 

福祉係相談支援係 

(0299-48-1111) 

10 月 1 日

～ 

12 月 20 日 

笠間市 3,000 円/月 

(9 月・3 月) 

36,000 円 笠間市難病患者 

見舞金 

社会福祉課障害 

グループ 

(0296-77-1101) 

常時 
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市町村名 金額 

（支給月） 

年間 

支給額 

名 称 担 当 課 受付期間 

と期限 

鹿嶋市 20,000 円/年 

(1 月) 

20,000 円 鹿嶋市難病患者 

福祉手当 

生活福祉課障がい 

福祉グループ 

(0299-82-2911) 

現況： 

10 月 1 日～ 

11 月 30 日 

新規：随時 

かすみ

がうら市 

20,000 円/年 

(12 月) 

20,000 円 かすみがうら市 

難病患者福祉金 

社会福祉課障害 

福祉担当 

(0299-59-2111) 

10 月 1 日～ 

10 月 31 日 

神栖市 3,000 円/月 

(9 月・3 月) 

36,000 円 神栖市難病患者 

福祉手当 

障がい福祉課 

(0299-90-1137) 

常時 

河内町 3,000 円/月 

(3 月) 

36,000 円 河内町難病患者 

支援費 

福祉課障害福祉係・ 

町民課保健センター 

(0297-84-6981) 

常時 

北茨城

市 

15,000 円/年 

(11 月) 

15,000 円 北茨城市 

難病患者 

福祉見舞金 

社会福祉課障がい 

地域福祉係 

(0293-43-1111) 

7 月～9 月 

古河市 4,000 円/月 

(9 月・3 月) 

48,000 円 古河市指定難病 

患者医療福祉 

助成金 

障がい福祉課 

障がい対策係 

(0280-92-4919) 

9 月・3 月 

五霞町 3,000 円/月 

(10 月・4 月) 

36,000 円 五霞町難病患者 

医療費助成金 

健康福祉課社会福祉 

グループ 

(0280-84-0006) 

常時 

境町 3,000 円/月 

(申請月の翌

月) 

36,000 円 

※支給条件

あり 

境町指定難病特定

医療費助成支援事

業 

社会福祉課障がい 

福祉係 

(0280-81-1305) 

3 月～8 月診療分 

（9～11 月中） 

9 月～翌 2 月診療

分（3～5 月中） 

桜川市 10,000 円/年 

(11 月) 

10,000 円 桜川市難病患者 

福祉手当 

社会福祉課障がい者 

支援グループ 

(0296-75-3126) 

9 月 1 日 

  ～ 

9 月 30 日 

下妻市 30,000 円/年 

(申請から 2

ヶ月以内) 

30,000 円 下妻市難病患者 

福祉手当 

福祉課障害福祉係 

(0296-43-8352) 

常時 

常総市 10,000 円/年 

(申請から 2

ヶ月以内) 

10,000 円 常総市難病患者 

福祉手当 

社会福祉課障がい 

福祉支援室 

(0297-23-2111) 

常時 

難病患者福祉手当等（難病見舞金） 
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市町村名 金額 

（支給月） 

年間 

支給額 

名 称 担 当 課 受付期間 

と期限 

城里町 2,000 円/月 

(4 月・10 月) 

24,000 円 城里町難病患者見

舞金 

福祉こども課 

(029-353-7265) 

常時 

大子町 10,000 円/年 

(10 月～3 月

末) 

10,000 円 大子町難病患者福

祉見舞金 

福祉課社会福祉担当 

(0295-72-1117) 

10 月 1 日

～翌年 

1 月 31 日 

高萩市 10,000 円/年 

(11 月) 

10,000 円 高萩市難病患者 

福祉見舞金 

社会福祉課社会福祉 

グループ 

(0293-23-7030) 

5 月 1 日～ 

9 月 30 日 

筑西市 20,000 円/年 

(申請月の

翌々月) 

20,000 円 筑西市難病患者 

福祉手当 

保健福祉部障がい 

福祉課 

(0296-24-2105) 

10 月～ 

12 月末 

つくば市 3,000 円/月 

(9 月・3 月) 

36,000 円 つくば市 

難病患者福祉金 

障害福祉課 

地域支援係 

(029-883-1111) 

常時 

つくば 

みらい

市 

10,000 円/年 

(3 月) 

10 ヶ月未満

は対象月数

×1,000 円 

10,000 円 

※支給条件

あり 

つくばみらい市 

難病患者福祉 

手当 

社会福祉課障がい 

福祉係 

(0297-58-2111) 

常時 

土浦市 1,500 円/月 

非課税世帯

3,000 円/月 

(3 月・9 月) 

18,000 円 

非課税世帯 

36,000 円 

土浦市 

難病患者福祉手当 

障害福祉課 

障害対策係 

(029-826-1111) 

常時 

東海村 4,000 円/月 

(申請月の翌

月) 

48,000 円 東海村指定難病患者,

関節リウマチ患者及び

精神障がい者医療費

助成金 

障がい福祉課 

管理担当 

(029-287-2525) 

9 月・3 月 

利根町 12,000 円/年 

(新規：申請月

の翌月 

継続：１２月) 

12,000 円 

※支給条件

あり 

利根町 

難病療養者 

見舞金 

福祉課社会福祉係 

(0297-68-2211) 

新規：常時 

継続： 

10 月 

取手市 20,000 円/年 

(年度末) 

20,000 円 取手市 

特定疾病療養者 

見舞金 

障害福祉課・障害福祉係 

(0297-74-2141) 

常時 

那珂市 15,000 円/年 

(申請月の翌

月) 

15,000 円 那珂市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課障がい者 

支援グループ 

(029-298-1111) 

常時 

難病患者福祉手当等（難病見舞金） 
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市町村名 金額 

（支給月） 

年間 

支給額 

名 称 担 当 課 受付期間 

と期限 

行方市 20,000 円/年 

(毎年 1 月中) 

20,000 円 行方市 

難病患者福祉見舞金 

社会福祉課障害福祉グループ 

(0299-55-0111) 

10 月 1 日～ 

11 月 29 日 

坂東市 10,000 円/年 

(申請月の翌月) 

10,000 円 坂東市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課障がい福祉係 

(0297-21-2190) 

9 月 1 日～

翌年 

3 月 31 日 

常陸 

太田市 

15,000 円/年 

(申請から 2 ヶ

月以内) 

15,000 円 常陸太田市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課障害福祉係 

(0294-72-3111) 

常時 

常陸 

大宮市 

20,000 円/年 

(2 月) 

20,000 円 常陸大宮市 

難病患者福祉 

見舞金 

健康推進課 

健康推進グループ 

(0295-54-7121) 

10 月～ 

12 月 20 日 

日立市 20,000 円/年 

(9 月・3 月) 

20,000 円 日立市 

難病患者福祉手当 

障害福祉課 

企画推進係(0294-22-3111) 

常時 

ひたち

なか市 

20,000 円/年 

(申請受付後

随時) 

20,000 円 ひたちなか市 

難病患者等 

見舞金 

障害福祉課 

(029-273-0111) 

10 月 1 日～

翌年 

3 月 31 日 

鉾田市 20,000 円/年 

(9 月・3 月) 

20,000 円 鉾田市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課障害福祉係 

(0291-36-7920) 

新規：常時 

更新：案内

送付 

水戸市 3,000 円/月 

(申請年の翌

年 4 月 16 日) 

36,000 円 水戸市 

難病患者見舞金 

障害福祉課管理係 

(029-232-9173) 

常時 

美浦村 3,000 円/月 

(9 月・3 月) 

36,000 円 美浦村 

難病患者支援費 

福祉介護課 

障害福祉係 

(029-8850340) 

8 月 1 日～8 月 31 日 

2 月１日～2 月 29 日 

※施設入所者及び生活保護受

給者は支給対象外 

守谷市 20,000 円/年 

(5 月、申請月

の翌月) 

20,000 円 守谷市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課 

障がい福祉グループ 

(0297-45-1111) 

常時 

八千代

町 

3,600 円/月 

(9 月・3 月) 

43,200 円 八千代町 

難病患者福祉手当 

福祉課障がい福祉係 

(0296-49-3941) 

常時 

結城市 10,000 円/年 

(申請月の翌月) 

10,000 円 結城市 

難病患者福祉手当 

社会福祉課障害福祉係 

(0296-34-0438) 

7 月 1 日～ 

9 月 30 日 

龍ケ崎

市 

20,000 円/年 

(申請日により 

8 月・12 月・翌

4 月の何れか) 

20,000 円 龍ケ崎市 

難病患者福祉 

見舞金 

社会福祉課 

障がい者支援グループ 

(0297-64-1111) 

常時 

難病患者福祉手当等（難病見舞金） 

●10



難病に関するサービスについて 

医療費の助成や手当について 

◆指定難病特定医療費助成制度

指定難病の方は保健所に申請を行い、審査の結果承認されますと、指定難病に関する医療

費の負担が軽減する可能性があります。対象となる疾患・制度の詳細については管轄の保

健所にお問い合わせください。 

→ 保健所一覧 P4

◆難病患者福祉手当（見舞金）

各市町村では、難病患者さんのうち、要件を満たす方に難病患者福祉手当を支給していま

す。詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください  → 市町村窓口一覧 P7～10 

◆重度心身障害者に係る医療福祉費支給制度（マル福）

重度の心身障害のある方へ、医療費の自己負担分を助成します。（所得制限あり）身体障

害者手帳 3級の内部障害（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫）の

方も制度対象となっています ※市町村によって対象者が異なる可能性があります。 

◆障害年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、若い世代の方も含

めて受け取ることができる年金です。 

◆高額療養費・高額療養費現物給付制度 → 各保険者

長期入院など、医療費が 1か月の高額療養費の自己負担限度額を超えた場合は、各医療保

険の保険者に申請することで後日払い戻しされます。また、あらかじめ各医療保険の保険

者に手続きを行うと、医療機関の窓口で一定の限度額までの支払いとなります。 
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病状・障害が重くなった → 各市町村

◆特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする 20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます。 

◆身体障害者手帳

税金の減免や交通機関・公共施設の割引、各種手当等が受けられます。 

日常生活の支援 

◇医療的な支援が必要    → 主治医や病院の相談員、ケアマネージャーに相談

通院が困難な場合には、自宅で診療や看護ケア・リハビリが行えます。 

◆在宅医療（医師の訪問）

◆訪問看護（看護師等の訪問）

◆訪問リハビリ（理学療法士、作業療法士の訪問）

◇家での生活が大変 → 市町村、ケアマネージャーに相談

◆障害福祉サービス（障害者総合支援法）

◆介護保険サービス（介護保険法）

◇税の減免等 → 税務署、市町村、県税事務所

◆所得税・住民税、相続税、自動車税の減免

◇外出する

◆公共交通機関の割引  …  身体障害者手帳、療育手帳の申請をする  → 市町村 

◆福祉バス  … 車いすのまま乗れるバス   → 市町村 

◆県立施設・国立施設等の入場料等の減免 → 市町村（リーフレット P22）

◆いばらき身障者等用駐車利用証制度 → 市町村

◆駐車禁止除外指定車標章の交付  → 警察署
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「障害者福祉のしおり」について 

障害のある方が利用できる主な福祉制度の内容や利用方法については、 

「障害者福祉のしおり」にまとまっています。 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/seishin/shofuku/j/shiori.html 
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